






















































































（様式第 8） 
 

形大医管 第１０８９号 
                                                      平成２８年 ９月 ６日 

 
厚 生 労 働 大 臣   殿 
 
                           国立大学法人山形大学 
                                                   医学部附属病院長 
                                                             根 本 建 二 
 

医療に係る安全管理のための体制整備に関する計画について 
 
 標記について、次のとおり提出します。 
 

記 
 
１．医療安全管理責任者を配置するための予定措置 
平成 28 年 10 月１日付けで副病院長（医療安全担当）を配置する予定。 

 
２．医薬品安全管理責任者の活動を充実するための予定措置 
平成 28 年 10 月１日付けで医薬品安全管理責任者の業務の見直しを実施。 

 
３．医療を受ける者に対する説明に関する責任者を配置するための予定措置 
平成 28 年 10 月１日付けで保険診療委員会委員長を配置する予定。 

 
４．説明の実施に必要な方法に関する規程を作成するための予定措置 
医療に関する安全管理指針に掲載済み。 

 
５．診療録等の管理に関する責任者を配置するための予定措置 
平成 28 年 10 月１日付けで保険診療委員会委員長を配置する予定。 



６．規則第９条の 23 第１項第 10 号に規定する医療に係る安全管理に資する措置を実施す

るための予定措置 
入院患者の死亡事例は医療安全管理部が検証し、医療事故等防止対策委員会（病院長が委

員長）へ報告している。影響度レベル 3b 以上の事例は、院内報告体制に基づき、リスク

マネージャーから GRM へ、GRM から病院長へ報告している。 
 

 
７．医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口

を設置するための予定措置 
総務部総務課へ公益通報・相談窓口を設置済み。 

 
８．医療安全管理部門による医療に係る安全の確保に資する診療の状況の把握及び従業者

の医療の安全に関する意識の向上の状況の確認実施のための予定措置 
医療に係る安全の確保に資する診療の状況については、手術時の血栓予防策実施率等のモ

ニタリング項目を医療安全管理部にて検討し、平成 29 年４月１日までにモニタリングを

実施する予定。 
なお、従業者の医療の安全に関する意識の向上の状況の確認実施については、全職員の医

療安全に関する研修の受講状況を確認している。 
 

 
９．高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門を設置するための予定措置 
手術支援用ロボットの術式を審査するための委員会があるため、これを高難度新規医療技

術全般の提供の適否等を決定する組織へ改変することを検討している。申請方法の検討や

構成員等の検討を行い、平成 29 年４月１日付けで設置する予定。 
 

 
10．高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及び高

難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門が確認すべき事項等を定めた規程を

作成するための予定措置 
高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及び高難度

新規医療技術の提供の適否等を決定する部門に関する規程を平成 29 年４月１日までに制

定する予定。 
 

 
  



11．未承認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門を設置するため

の予定措置 
高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門と同様の組織を検討している。申請方

法の検討や構成員等の検討を行い、平成 29 年４月１日付けで設置する予定。 
 

 
12．未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及び未

承認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門が確認すべき事項

等を定めた規程を作成するための予定措置 
未承認新規医薬品等の使用の適否等を決定する部門に関する規程を平成 29 年４月１日ま

でに制定する予定。 
 

 
13．監査委員会を設置するための予定措置 
既存の委員会の見直しとともに、委員の選出等について開設者と協議し、平成 29 年４月

１日付けで設置する予定。 
 

 
14．他の特定機能病院の管理者との連携による立入り及び技術的助言を遂行するための予

定措置 
立入り、受入れの方法や内容については、厚生労働省から示されると説明を受けているが、

現在のところまだ示されていない。今後、厚生労働省から示される立入り及び受入れの方

法、内容を参考に平成 29 年度から行う予定。 
 

 
15．職員研修を実施するための予定措置 
既存の研修にインフォームド・コンセント等に関する内容を追加し、平成 29 年度の研修

において実施する予定。 
 

 
16．管理職員研修（医療に係る安全管理のための研修、管理者、医療安全管理責任者、医

薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者向け）を実施するための予定措置 
国立大学附属病院長会議が実施する研修（今後検討予定）に平成 29 年度から参加させる

予定。 
 

  



17．医療安全管理部門の人員体制 
・所属職員 ： 専従（ １）名、専任（ ２）名、兼任（２０）名 
 うち医師 ： 専従（  ）名、専任（  ）名、兼任（ ５）名 
うち薬剤師：専従（  ）名、専任（  ）名、兼任（ １）名 
うち看護師：専従（ １）名、専任（ ２）名、兼任（ ６）名 
うちその他：専従（  ）名、専任（  ）名、兼任（ ８）名 

 
 
18．医療安全管理部門の専従職員を配置するための予定措置 
専従の医師については、キャリアパスや処遇等を検討の上、各診療科への照会等を行い、

平成 28、29 年度中に適任者を選出する。また、専従の薬剤師については、採用活動を継

続実施するとともに、平成 28、29 年度中に適任者を選出する。平成 30 年４月１日までに

選出された適任者を専従の医師、薬剤師として配置する。 
 

 


